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3.3 自然環境の概況 

3.3.1 気 象 

大阪市は、温暖少雨の瀬戸内海気候区に属している。 

大阪管区気象台の観測結果(気象庁ホームページ)によると、令和６年の大阪の平均気温は

18.4℃、年間の降水量は 1,590.0mm であった。平年値(1991 年～2020 年までの 30 年間の平均値)

は、平均気温が 17.1℃、年間降水量が 1,338.3mm であり、図 3.3.1 に示すとおり、令和６年は平

年に比べ気温が高く、降水量が多かった。 

 
出典：「大阪府の気象 2024 年(令和 6 年)年報」（大阪管区気象台）より作成 

図 3.3.1 気象観測結果(平年値及び令和６年観測値) 

3.3.2 地 象 

(1) 地 形 

大阪市は、大阪平野の西側に位置する。北は神崎川、南は大和川に、西は瀬戸内海に囲まれ、東

は守口市、門真市、東大阪市、八尾市等の平地に接している。 

「地形分類図(大阪西南部・大阪東南部)」(国土交通省ホームページ）によると、市の中央部か

らやや東よりに上町台地が南北に延び、大阪湾に面した西側は三角州となっている。 

淀川河口の此花区等の一部には、地盤高が平均潮位より低い海抜０ｍ地帯が広がっている。 

事業計画地が位置する住之江区は、大阪市の湾岸部南端に位置し、北部は木津川に、南部は大和

川に、西部は大阪湾に接している。 

 

(2) 地 質 

「表層地質図(大阪西南部・大阪東南部)」(国土交通省ホームページ）によると、大阪市は上町

台地が砂礫からなる洪積層であるが、平野部は主に未固結堆積物の沖積層で、沿岸部の地質はほと

んどが泥となっており、また、事業計画地が位置する住之江区の地質は、主に泥及び埋立地となっ

ている。 
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3.3.3 水 象 

(1) 海域水象 

a) 潮 位 

大阪港における潮位は図 3.3.2 に示すとおりであり、朔望平均満潮面 1)と朔望平均干潮面 2)と

の差は 1.6ｍとなっている。 

（注）１．暦の朔（新月）及び望（満月）に当たる日から５日以内における最高満潮位の平均面 

   ２．暦の朔（新月）及び望（満月）に当たる日から５日以内における最低干潮位の平均面 

 
出典：「大阪港港湾工事共通仕様書 添付資料（港湾工事標準図表）」（大阪港湾局資

料、令和７年４月） 

図 3.3.2 潮位関係図 
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b)  潮 流 

大阪湾における潮流の概況（平成５年・平成 17年）は、図 3.3.3 に示すとおりである。 

大阪湾では、上げ潮時には紀淡海峡から紀伊水道の海水が流入し、湾内に流入した海水は主とし

て湾西部の水深 30ｍ以深の海域を北上し、明石海峡を通過して播磨灘に流出する。一方、下げ潮

時には上げ潮時とほぼ逆の向きの流れとなって、大阪湾の海水は紀伊水道に流出している。流速は、

明石海峡で最も速く、上げ潮·下げ潮とも最大で４ノット（毎秒約２ｍ)以上となる。この傾向は、

平成５年及び平成 17 年の時点で変化はみられていない。 

 
 

 
（注）0.1 ノット未満の潮流は、Slight と表示した。S から t の向きへの

流れを示している。 

出典：「大阪湾環境図説」（国土交通省近畿地方整備局、令和２年５月） 

図 3.3.3 大阪湾における潮流の概況 

平成17年 

平成５年 

事業計画地 

事業計画地 
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c) 恒 流 

大阪湾内における恒流の概況は、図 3.3.4 に示すとおりである。 

事業計画地周辺地域が面する大阪湾内には恒流が存在しており、大阪湾西部には沖ノ瀬（淡路島

の北東沖の砂の丘）を中心とする強い右回りの循環流（沖ノ瀬環流）が、大阪湾東部には右回りの

環流（西宮沖環流）があるといわれている。沖ノ瀬環流は潮汐残差流注)であり、上層～下層までほ

ぼ一様に回転しており、西宮沖環流は上層（水深５ｍ以浅）に限ってみられ、その形成には海水の

密度分布が関係していると考えられている。 

（注）潮汐残差流：海水流動はいろいろな成分流に分けて考えることができるが、周期性のある成分（潮流）を取り

除いた流れのこと。恒流、平均流と呼ばれるものと同義語である。 

 

 
出典：「大阪湾環境図説」（国土交通省近畿地方整備局、令和２年５月） 

図 3.3.4 大阪湾における恒流の概況 

d) 波 浪 

大阪湾における台風時の波浪分布は図 3.3.5 に示すとおりであり、台風の経路によって異なり

大阪湾の西側を北東進した場合に高い波となることが多い。大阪湾に接近した室戸台風の場合は、

淡路島東岸や大阪府沿岸で高い波が観測されている。これより西側を通過した昭和 40 年の台風第

6523 号の場合には、神戸～堺にかけては４ｍ以上と湾奥では最も高い波高となっている。また、

平成 30 年に大阪湾を通過した台風 1821 号は、神戸波浪観測所において最大有義波高 4.72ｍを観

測した。台風による風は、一般に中心気圧が低く、気圧傾度が密なほど強い。風速は、台風の中心

からやや離れた所で最大となり、台風の進行方向の右側で強く、左側で弱い。 

  

事業計画地 
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（注）平成 30 年台風 21 号（1821 台風）の最大有義波高は、「神戸波浪観測塔」のみの表示である。 

出典：「大阪湾環境図説」（国土交通省近畿地方整備局、令和２年５月） 

図 3.3.5 大阪湾における台風時の波浪分布 

e) 高 潮 

大阪湾において発生した主要な高潮は、表 3.3.1 に示すとおりである。 

高潮の大きさを表すには、最高潮位と潮位偏差（高潮偏差ともいう）があり、最高潮位はそのと

きの天文潮位の値によって変化するため、純粋に気象要素が高潮に寄与している量は潮位偏差に

より知ることができる。 

大阪湾における高潮は、ジェーン台風、第二室戸台風、台風第 6523 号のように紀伊水道から大

阪の西側を北北東又は北東進する台風の場合や、ルース台風のように日本海岸に沿って東北直進

する場合に発生し、高潮位は５～６時間継続する。この高潮の量は大阪から南になるほど漸減する。 

平成 30 年９月３日から５日にかけての台風 1821 号では、大阪において約 70年間で最大である

2.77ｍという潮位偏差を記録した。 

  

事業計画地 
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表 3.3.1 大阪湾において発生した主要な高潮（昭和 35 年～平成 30 年瞬間最大偏差） 

（単位：ｍ） 

年月日 原 因 下津 和歌山 淡輪 大阪 尼崎 神戸 洲本 小松島 

昭和25年９月３日 ジェーン台風 1 1.1  2.4  1.7 1.2  

昭和26年10月15日 ルース台風    1.1  1.2   

昭和29年９月26日 洞爺丸台風    1.5  1.2   

昭和35年８月26日 台風第 6016 号    1.1  1.1   

昭和36年９月16日 第二室戸台風 1.6 2.2 痕  2.6 痕  1.9 1.9  

昭和39年９月25日 台風第 6420 号  1.1  1.8 2.1 1.7   

昭和40年９月10日 台風 6523 号  1.4  2.2 2 1.9 1.3  

昭和50年８月23日 台風 7506 号    1.1 1.1   1.0 

昭和54年９月30日 
～10月1日 

台風 7916 号  1.2 1.2 1.3  1.1 1.1  

昭和62年10月17日 台風 8719 号    1.1  1.08  1.09 

平成３年９月27日 台風 9119 号    1.22  1.1   

平成５年９月３日 
～４日 

台風 9313 号    1.12  1.13   

平成８年８月14日 台風 9612 号    1.12  1.02   

平成10年９月22日 台風 9807 号    1.31     

平成10年10月16日 
～18日 

台風 9810 号   1.12 1.88  1.66   

平成15年８月６日 
～10日 

台風 0310 号    1.00     

平成16年６月20日 
～21日 

台風 0406 号  1.08  1.52  1.37   

平成16年８月28日 
～31日 

台風 0416 号    1.33  1.35   

平成16年９月４日 
～８日 

台風 0418 号    1.03  1.02   

平成16年９月29日 
～30日 

台風 0421 号    1.03     

平成16年10月18日 
～21日 

台風 0423 号  1.59 1.76 1.74   1.43* 1.55 

平成23年８月31日 
～９月４日 

台風 1112 号        1.01 

平成26年８月７日 
～10日 

台風 1411 号    1.23  1.20   

平成27年７月15日 
～17日 

台風 1511 号        1.09 

平成29年９月17日 
～18日 

台風 1718 号      1.06   

平成30年８月23日 
～24日 

台風 1820 号    1.47  1.47   

平成30年９月３日 
～５日 

台風 1821 号  1.46 1.24 2.77  1.81 1.24 1.22 

（注）痕：痕跡による。 

出典：「大阪湾環境図説」（国土交通省近畿地方整備局、令和２年５月） 
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(2) 河川水象 

大阪市内の海岸線と主な河川の状況は図 3.3.6 に示すとおりである。 

大阪市域内を流れる河川のほとんどは淀川水系に属し、淀川本流は直接大阪湾に注いでいる。淀

川の派流として北に神崎川水域、毛馬水門から分流して旧淀川である大阪市内河川水域、大阪平野

東部から大阪府下の群小河川が京橋で大川と合流する寝屋川水域、大阪市の南端には大和川水域

がある。 

大阪港港湾区域には、夢洲埋立地、舞洲埋立地、咲洲埋立地等の広大な人工島が造成されている。 

事業計画地は、木津川と住吉川の河口に位置している。 

  

 
出典：「大阪市環境白書（令和６年度版）」（大阪市環境局、令和７年１月）より作成 

図 3.3.6 大阪市内の海岸線と主な河川の状況  

水質測定水域区分 対象河川

神崎川
左門殿川
安威川

淀川水域 淀川
寝屋川
古川
第二寝屋川
平野川
平野川分水路
城北川 23 赤川橋 大川 24 毛馬橋、25 桜宮橋
堂島川 26 天神橋（右） 土佐堀川 27 天神橋（左）
安治川 28 天保山渡 正蓮寺川 29 北港大橋下流700ｍ
六軒家川 30 春日出橋 東横堀川 31 本町橋
道頓堀川 32 大黒橋 尻無川 33 甚兵衛渡
木津川 34 千本松橋 木津川運河 35 船町渡
住吉川 36 住之江大橋下流1100ｍ

大和川水域 大和川

大阪湾水域 大阪湾

神崎川水域

寝屋川水域

大阪市内河川水域

39 神崎川河口中央、40 淀川河口中央、41 木津川河口中央、42 №5ブイ跡
43 №25ドルフィン、44 北港沖1000ｍ、45 大阪湾関門外、46 南港、47 大阪湾Ｃ-3

測定地点

1 小松橋、2 吹田橋、3 新三国橋、4 神崎橋、5 千船橋
6 辰巳橋
7 新京阪橋
8 菅原城北大橋、9 伝法大橋
10 今津橋、11 新喜多大橋、12 京橋
13 徳栄橋
14 阪東小橋、15 下城見橋
16 中竹渕橋、17 安泰橋、18 睦橋、19 南弁天橋、20 城見橋
21 片一橋、22 天王田大橋

37 浅香新取水口、38 遠里小野橋

舞洲 

咲洲 

夢洲 

事業計画地 

木
津
川



3-58 

 

3.3.4 動物、植物、水生生物 

(1) 貴重種の生息・生育状況 

「大阪府レッドリスト 2014」（大阪府環境農林水産部、平成 26 年３月）によると、事業計画地

周辺地域では、希少な野生生物が生息し、種の多様性が高い地域である生物多様性ホットスポット

のＡランクに南港野鳥園が指定されているが、事業計画地から西北西の方向に約４㎞離れている。 

「大阪の生物多様性ホットスポット-多様な生き物たちに会える場所-」（大阪府環境農林水産部、

平成 28 年１月）によると、南港野鳥園周辺では、貴重な生態系として干潟・河川汽水域と代替裸

地・草地（埋立地）があり、貴重な生物としては、水鳥のコアジサシやシロチドリ等、猛禽類のチ

ュウヒやハイイロチュウヒ等、干潟生物としてウスコミミガイ、ウチワゴカイ、フジテガニ等の記

録がある。生物多様性ホットスポットの位置は、図 3.3.7 に示すとおりである。 

 

(2) 自然環境保全地域・鳥獣保護区の指定状況 

事業計画地周辺地域には、自然環境保全地域はない。 

「令和６年度大阪府鳥獣保護区等位置図」（大阪府環境農林水産部、令和６年 10月）によると、

大阪湾は沿岸部の広域が特定猟具使用禁止区域（銃）に、周辺では淀川が鳥獣保護区に指定されて

いるが、事業計画地は指定されていない。鳥獣保護区等の指定状況は、図 3.3.7 に示すとおりで

ある。 
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図 3.3.7 生物多様性ホットスポット・鳥獣保護区等の分布状況 
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3.3.5 レクリエーション資源 

事業計画地周辺地域の主なレクリエーション資源としては、都市公園やスポーツ施設、眺望の利

くビューポイント等が挙げられる。事業計画地周辺地域のレクリエーション資源の分布状況は、  

図 3.3.8 に示すとおりである。 

住之江区及び大正区における都市公園の数及び面積は、表 3.3.2 に示すとおりである。 

事業計画地周辺地域では、大阪南港野鳥園、南港魚つり園護岸等のレクリエーション施設がある。 

表 3.3.2 都市公園の数、面積等 

市区名 人 口 
(人) 

市営公園 
(ヵ所) 

国営・府営公園 
(ヵ所) 

公園数合計 
(ヵ所) 

公園面積 
(ｍ2) 

住之江区   116,686  51 2  53   666,060 

大 正 区    59,452  23 ―  23   294,980 

大 阪 市 2,800,023 993 4 997 9,671,673 
（注）人口は令和７年４月１日現在の大阪市都市計画局調べ「大阪市の推計人口」による。 

出典：「大阪市都市公園一覧表」(大阪市建設局、令和７年４月) 
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図 3.3.8 レクリエーション資源の分布状況 
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3.4 社会的文化的環境の概況 

3.4.1 文化財の分布状況 

事業計画地周辺地域の文化財等の分布状況は、表 3.4.1、表 3.4.2 及び図 3.4.1 に示すとおり

であり、国、大阪府及び大阪市が指定している史跡、名勝、天然記念物等は存在しない。 

表 3.4.1 事業計画地周辺地域の文化財 

区名 種類 分 野 名  称 所有者 所在地（管理者） 

住
之
江
区 

国 
(指定) 

有 形 （ 重
文） 

太刀（銘：長光） 個人 大阪市住之江区粉浜 

無形（各） 
人形浄瑠璃文楽人形  
桐竹勘十郎 

桐竹勘十郎 
大阪市住之江区 

府 
(選択) 

民俗 天神祭のどんどこ船行事 どんどこ船講 大阪市住之江区平林 

市 
(指定) 

有形 

木造北村六右衛門夫妻坐
像 

個人 
大正区泉尾 3 丁目 3 番 22
号 

旧加賀屋新田会所 
鳳凰亭、書院、居宅 

大阪市 
（建設局） 

大阪市住之江区南加賀屋 

木造 一字金輪三尊坐像 西願寺 大阪市住之江区粉浜 

市電散水車 25 号車輌 

大阪市 
（交通局） 

大阪市住之江区緑木 

市電 1601 型 1644 号車輌 

地下鉄 100 型 105 号車輌 

市電 501 型 528 号車輌 

市電 11 型 30 号車輌 

祐貞寺真宗関係史料 祐貞寺 大阪市住之江区北島 

市電 801 型 801 号車他 
大阪市 
（交通局） 

大阪市住之江区緑木ほか 

民有地図 大阪市 
（建設局） 

大阪市住之江区南港北 

記念物 加賀屋新田会所跡 大阪市住之江区南加賀屋 

大
正
区 

府 
(指定) 

無形 木工芸 藤嵜 一正 大阪市大正区 

市 
(指定) 

有形 了照寺真宗関係史料 了照寺 
大阪市大正区三軒家東 
4-15-7 

出典：「大阪府内指定文化財一覧表」(大阪府教育庁、令和 6 年 5 月) 

新たに大阪市指定有形文化財及び有形民俗文化財を指定しました（報道発表資料 令和７年７月１０日） 
https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/kyoiku/0000645479.html 

表 3.4.2 事業計画地周辺地域の大阪市顕彰史跡 

区名 番号 名  称 所在地 建立年度 史跡の時代 

住

之

江

区 

① 加賀屋新田会所跡 住之江区南加賀屋 4-8 加賀屋緑地内 昭和 34 年 江戸 

― 霰松原 住之江区安立 2-11 霰松原公園内 昭和 51 年 江戸 

② 住吉高灯籠 住之江区浜口西 1-6 昭和 61 年 江戸 

③ 名村造船船舶渠跡 
北加賀屋4-1クリエイティブセンター

大阪 
令和元年 大正～昭和 

大 

正 

区 

④ 近代紡績工業発祥の地 大正区三軒家東 2-12 三軒家公園内 昭和 35 年 明治 

⑤ 尻無川櫨堤跡 大正区泉尾 7-17 泉尾浜公園内 平成 10 年 江戸 

⑥ 木津川飛行場跡 大正区船町 1-3 新木津川大橋北詰 平成 10 年 昭和 
（注）番号は、図 3.4.1 に対応している。「―」は図の範囲外であることを示す。 

出典：「大阪市顕彰史跡」(大阪市教育委員会事務局、令和 7 年 5 月閲覧) 
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3.4.2 埋蔵文化財包蔵地 

事業計画地周辺地域の埋蔵文化財包蔵地は、図 3.4.1 に示すとおりである。 
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図 3.4.1 文化財等の分布状況 
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3.5 環境基準等 

3.5.1 「環境基本法」に基づく環境基準 

(1) 大気の汚染に係る環境基準 

大気の汚染に係る環境基準は、表 3.5.1 に示すとおりであり、二酸化いおう、一酸化炭素、浮遊

粒子状物質、光化学オキシダント、二酸化窒素、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエ

チレン、ジクロロメタン及び微小粒子状物質の 10項目について定められている。また、環境基準の

評価方法は、表 3.5.2 に示すとおりである。 

表 3.5.1 大気の汚染に係る環境基準 

物  質 環境上の条件 

二酸化いおう（S02） １時間値の１日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、１時間値が

0.1ppm 以下であること。 

一酸化炭素（CO） １時間値の１日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、１時間値の 8

時間平均値が 20ppm 以下であること。 

浮遊粒子状物質（SPM） １時間値の１日平均値が 0.10mg/m3以下であり、かつ、１時間値

が 0.20mg/m3以下であること。 

二酸化窒素（N02） １時間値の１日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内

又はそれ以下であること。 

光化学オキシダント（Ox） １時間値が 0.06ppm 以下であること。 

ベンゼン １年平均値が 0.003mg/m3以下であること。 

トリクロロエチレン １年平均値が 0.13mg/m3以下であること。 

テトラクロロエチレン １年平均値が 0.2mg/m3以下であること。 

ジクロロメタン １年平均値が 0.15mg/m3以下であること。 

微小粒子状物質（PM2.5） １年平均値が 15μg/m3以下であり、かつ、１日平均値が 35μg/m3

以下であること。 

備考 

１ 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、

適用しない。 

２ 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm 以下のものをいう。 

３ 二酸化窒素について、１時間値の１日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内にある地域に

あっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回るこ

ととならないよう努めるものとする。 

４ 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生

成される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除

く。）をいう。 

５ ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうお

それがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防

止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。 

６ 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5μm の粒子を 50％の割合

で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。 
出典：「大気汚染に係る環境基準」（環境省、令和 7 年 6月閲覧） 

 

  



3-66 

 

表 3.5.2 環境基準の評価方法 

物  質 評  価  方  法 

二酸化いおう 
一酸化炭素 
浮遊粒子状物質 

短期的
評価 

連続して又は随時に行った測定結果により、測定を行った日又は時
間について環境基準の評価を行うものとする。 
なお、１日平均値の評価に当たっては、１時間値の欠測（評価対象と
しない測定値を含む。）が１日（24 時間）のうち４時間を超える場
合には、評価の対象としないものとする。 

長期的
評価 

年間における１日平均値である測定値（評価対象としない測定値は
除く。）のうち、高い方から２％の範囲内にあるもの（365 日分の測
定値がある場合は７日分の測定値）を除外して評価を行うものとす
る。ただし、１日平均値につき環境基準を超える日が２日以上連続し
た場合には、このような取扱いは行わないこととして、その評価を行
うものとする。 

光化学オキシダント 短期的
評価 

連続して又は随時に行った測定結果により、測定を行った日の各１
時間値について環境基準の評価を行うものとする。 

二酸化窒素 長期的
評価 

年間における１日平均値のうち、低い方から 98％に相当するもの（以
下「１日平均値の年間 98％値」という。）が 0.06ppm 以下の場合は
環境基準が達成され、１日平均値の年間 98％値が 0.06ppm を超える
場合には達成されていないものと評価する。 
ただし、１日平均値の年間 98％値の算定に当たっては、１時間値の
欠測が４時間を超える測定日の１日平均値は、用いないものとする。 

微小粒子状物質 

短期基
準によ
る評価 

測定結果（１日平均値）の年間 98 パーセンタイル値を日平均値の代
表値として選択し、評価を行うものとする。 

長期基
準によ
る評価 

測定結果（１日平均値）の１年平均値について評価を行うものとす
る。 

ベンゼン 
トリクロロエチレン 
テトラクロロエチレン 
ジクロロメタン 

年平均
値評価 

同一地点における１年平均値と認められる値との比較によってその
評価を行うものとする。 

出典：「大気汚染に係る環境基準について」（環境庁大気保全局長通知（昭和 48 年 6 月 12 日環大企第 143 号）） 
   「二酸化窒素に係る環境基準の改定について」（環境庁大気保全局長通知（昭和 53 年７月 17 日環大企第 262

号）） 

   「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について（通知）」（環境省水・大気環境局長通知（平

成 21 年９月９日環水大総発第 090909001 号） 

   「ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンによる大気の汚染に係る環境基準について」（平

成９年２月 12 日環大企 37 号)） 

   「ジクロロメタンによる大気の汚染に係る環境基準について」（平成 13 年６月 12 日環管総 182 号） 
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(2) 水質汚濁に係る環境基準 

公共用水域の水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準は表 3.5.3 に、

生活環境の保全に関する環境基準（海域）は表 3.5.4 にそれぞれ示すとおりである。 

人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域（ただし、ふっ素及びほう素については海域

を除く）についてカドミウム、全シアン、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB 等の 27

項目について定められている。 

生活環境の保全に関する環境基準は、河川、湖沼及び海域ごとに利用目的等に応じた水域類型を

設け、水素イオン濃度、化学的酸素要求量、溶存酸素量等について定められている。 

表 3.5.3 人の健康の保護に関する環境基準 

項目 基準値 項目 基準値 

カドミウム 0.003 mg/L 以下 1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 
全シアン 検出されないこと。 トリクロロエチレン 0.01 mg/L 以下 
鉛 0.01  mg/L 以下 テトラクロロエチレン 0.01 mg/L 以下 
六価クロム 0.02  mg/L 以下 1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 
砒素 0.01  mg/L 以下 チウラム 0.006mg/L 以下 
総水銀 0.0005mg/L 以下 シマジン 0.003mg/L 以下 
アルキル水銀 検出されないこと。 チオベンカルブ 0.02 mg/L 以下 
PCB 検出されないこと。 ベンゼン 0.01 mg/L 以下 
ジクロロメタン 0.02  mg/L 以下 セレン 0.01 mg/L 以下 
四塩化炭素 0.002 mg/L 以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性

窒素 
10   mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/L 以下 ふっ素 0.8  mg/L 以下 
1,1-ジクロロエチレン 0.1   mg/L 以下 ほう素 1    mg/L 以下 
シス-1,2-ジクロロエチレ

ン 
0.04  mg/L 以下 1,4-ジオキサン 0.05 mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1     mg/L 以下   
備考 
１ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする｡ 
２ 「検出されないこと」とは、項目ごとに定められた方法により測定した場合において、その

結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 
３ 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 
４ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定

された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝

酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 
出典：「水質汚濁に係る環境基準」（昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号） 
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表 3.5.4 生活環境の保全に関する環境基準（海域） 

ア 

項目 
 
 
類型 

利用目的の適応性 

基準値 

水素イ
オン濃度 

(pH) 

化学的酸 
素要求量 
(COD) 

溶 存 
酸素
量 
(DO） 

大腸菌数 
n-ヘキサ

ン抽出物質 
(油分等) 

Ａ 

水産１級 
水浴 
自然環境保全及びＢ以下
の欄に掲げるもの 

7.8 以上 
8.3 以下 

2mg/L 
以下 

7.5mg/L 
以上 

20CFU/100ml 
以下 

検出されな 
いこと。 

Ｂ 
水産２級 
工業用水及びＣの欄に掲
げるもの 

7.8 以上 
8.3 以下 

3mg/L 
以下 

5mg/L 
以上 

- 
検出されな 
いこと。 

Ｃ 環境保全 
7.0 以上 
8.3 以下 

8mg/L 
以下 

2mg/L 
以上 

- - 

備考 
１ いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全を利用目的として 

いる測定点を除く。）については、大腸菌数 300ＣＦＵ/100ml 以下とする。 
２ 大腸菌数に用いる単位は CFU（コロニー形成単位(Colony Forming Unit)）/100ml とし、大腸菌

を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 
(注) 

１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

２ 水産 1 種：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用 

水産 2 種：ボラ、ノリ等の水産生物用 

３ 環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 

出典：「水質汚濁に係る環境基準」（昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号） 

 

イ 

項目 
 
類型 

利用目的の適応性 
基準値 

全窒素 全憐 

Ｉ 
自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの(水産２種
及び３種を除く。) 

0.2mg/L 以下 0.02mg/L 以下 

Ⅱ 
水産１種 
水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの(水産２種及び３種
を除く。) 

0.3mg/L 以下 0.03mg/L 以下 

Ⅲ 水産２種及びⅣの欄に掲げるもの(水産３種を除く。) 0.6mg/L 以下 0.05mg/L 以下 

Ⅳ 
水産３種 
工業用水 
生物生息環境保全 

1mg/L 以下 0.09mg/L 以下 

備考 
１ 基準値は、年間平均値とする。 
２ 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行う

ものとする。 
(注) 

１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

２ 水産 1 種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される 

水産 2 種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される 

水産 3 種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される 

３ 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度 

出典：「水質汚濁に係る環境基準」（昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号） 
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ウ 

項目 
 
 
類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基準値 

全亜鉛 
ノニルフェノー
ル 

直鎖アルキルベ
ンゼンスルホン 
酸及びその塩 

生物Ａ 水生生物の生息する水域 0.02mg/L 
以下 

0.001mg/L 
以下 

0.01mg/L 
以下 

生物特Ａ 

生物Ａの水域のうち、水生生物
の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の
生育場として特に保全が必要な
水域 

0.01mg/L 
以下 

0.0007mg/L 
以下 

0.006mg/L 
以下 

出典：「水質汚濁に係る環境基準」（昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号） 

 

エ 

項目 
 
類型 

水生生物が生息・再生産する場の適応性 
基準値 

底層溶存酸素量 

生物１ 
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場
を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低
い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 

4.0mg/L 以上 

生物２ 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物
が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において
貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場
を保全・再生する水域 

3.0mg/L 以上 

生物３ 

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場
を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い
水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域
を解消する水域 

2.0mg/L 以上 

備考 
１ 基準値は、日間平均値とする。 
２ 底面付近で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器

を用いる。 

出典：「水質汚濁に係る環境基準」（昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号） 
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(3) 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

地下水の水質汚濁に係る環境基準は、表 3.5.5 に示すとおりである。 

表 3.5.5 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

項目 基準値 項目 基準値 

カドミウム 0.003 mg/L 以下 1,1,1-トリクロロエタン 1    mg/L以下 

全シアン 検出されないこと。 1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L以下 

鉛 0.01  mg/L 以下 トリクロロエチレン 0.01 mg/L 以下 

六価クロム 0.02  mg/L 以下 テトラクロロエチレン 0.01 mg/L 以下 

砒素 0.01  mg/L 以下 1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 チウラム 0.006mg/L以下 

アルキル水銀 検出されないこと。 シマジン 0.003mg/L以下 

PCB 検出されないこと。 チオベンカルブ 0.02 mg/L 以下 

ジクロロメタン 0.02  mg/L 以下 ベンゼン 0.01 mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002 mg/L 以下 セレン 0.01 mg/L 以下 

クロロエチレン（別名塩化ビニ 

ル又は塩化ビニルモノマー） 
0.002 mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性

窒素 
10   mg/L以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/L 以下 ふっ素 0.8  mg/L以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1   mg/L 以下 ほう素 1    mg/L以下 

1,2-ジクロロエチレン 0.04  mg/L 以下 1,4－ジオキサン 0.05 mg/L 以下 

備考 
１ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 
２ 「検出されないこと」とは、項目ごとに定められた方法により測定した場合において、その

結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 
３ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 K0102 の 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 に

より測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 K0102 の 43.1 によ

り測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 
４ 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 により測定されたシス体

の濃度と規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。 
出典：「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（平成９年３月 13 日環境庁告示第 10 号） 
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(4) 土壌汚染に係る環境基準 

土壌の汚染に係る環境基準は、表 3.5.6 に示すとおりである。 

表 3.5.6 土壌の汚染に係る環境基準 

項  目 環境上の条件 

カドミウム 検液１L につき 0.003mg 以下であり、かつ、農用地において
は、米１kg につき 0.4mg 以下であること。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機燐 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液１L につき 0.01mg 以下であること。 

六価クロム 検液１L につき 0.05mg 以下であること。 

砒素 
検液１L につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地（田に限る。）
においては、土壌１kg につき 15mg 未満であること。 

総水銀 検液１L につき 0.0005mg 以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

PCB 検液中に検出されないこと。 

銅 農用地（田に限る｡）において、土壌１kg につき 125mg 未満で
あること。 

ジクロロメタン 検液１L につき 0.02mg 以下であること。 

四塩化炭素 検液１L につき 0.002mg 以下であること。 

クロロエチレン（別名塩化ビニル又は 
塩化ビニルモノマー） 

検液１L につき 0.002mg 以下であること。 

1,2-ジクロロエタン 検液１L につき 0.004mg 以下であること。 

1,1-ジクロロエチレン 検液１L につき 0.1mg 以下であること。 

1,2-ジクロロエチレン 検液１L につき 0.04mg 以下であること。 

1,1,1-トリクロロエタン 検液１L につき１mg 以下であること。 

1,1,2-トリクロロエタン 検液１L につき 0.006mg 以下であること。 

トリクロロエチレン 検液１L につき 0.01mg 以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液１L につき 0.01mg 以下であること。 

1,3-ジクロロプロペン 検液１L につき 0.002mg 以下であること。 

チウラム 検液１L につき 0.006mg 以下であること。 

シマジン 検液１L につき 0.003mg 以下であること。 

チオベンカルブ 検液１L につき 0.02mg 以下であること。 

ベンゼン 検液１L につき 0.01mg 以下であること。 

セレン 検液１L につき 0.01mg 以下であること。 

ふっ素 検液１L につき 0.8mg 以下であること。 

ほう素 検液１L につき１mg 以下であること。 

1,4-ジオキサン 検液１L につき 0.05mg 以下であること。 

備考 
１ 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては定められた方法により検液を作成し、これを

用いて測定を行うものとする。 
２ カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のう

ち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該
地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水１L につき 0.003mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、
0.0005mg、0.01mg、0.8mg 及び１mg を超えていない場合には、それぞれ検液１L につき 0.009mg、
0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg 及び３mg とする。 

３ 「検液中に検出されないこと」とは、項目ごとに定められた方法により測定した場合において、そ
の結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

４ 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPN をいう。 
５ 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 より測定されたシス

体の濃度と日本産業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和と
する。 

出典：「土壌環境基準」（平成３年８月 23 日環境庁告示第 46 号）  
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(5) 騒音に係る環境基準 

騒音に係る環境基準は表 3.5.7 に、大阪市における地域の類型ごとに当てはめる地域の指定は 

表 3.5.8 に示すとおりであり、事業計画地周辺の地域の類型は、Ｃ類型である。 

表 3.5.7 騒音に係る環境基準 

 

出典：「騒音に係る環境基準について」（平成10年９

月30日環境庁告示第64号） 
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表 3.5.8 地域の類型ごとに当てはめる地域の指定 

地域の類型 該当地域 

Ａ 

本市の区域のうち、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号。以下「法」と
いう。）第 8 条第 1 項第 1 号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低
層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中 
高層住居専用地域として定められた区域 

Ｂ 
本市の区域のうち、法第８条第１項第１号に掲げる第一種住居地域、第二
種住居地域及び準住居地域並びに用途地域の指定のない地域として定め
られた区域 

Ｃ 本市の区域のうち、法第８条第１項第１号に掲げる近隣商業地域、商業地
域、準工業地域及び工業地域として定められた区域 

出典：「環境基本法に基づく騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定」（平成 22 年

10 月１日大阪市告示第 1124 号） 

 

(6) ダイオキシン類に係る環境基準 

「ダイオキシン類対策特別措置法」（平成 11年７月 16日法律第 105 号）第７条の規定に基づく、

ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係

る環境基準は、表 3.5.9 に示すとおりである。 

 

表 3.5.9 ダイオキシン類に係る環境基準 

媒  体 基準値 

大 気 0.6pg-TEQ/㎥以下 

水質（水底の底質を除く。） 1pg-TEQ/L 以下 

水底の底質 150pg-TEQ/g 以下 

土 壌 1,000pg-TEQ/g 以下 

備考 
１ 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 
２ 大気及び水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。 
３ 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解

能ガスクロマトグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガ
スクロマトグラフタンデム質量分析計により測定する方法（この表の土壌の欄に掲
げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。）により測定した値（以下「簡
易測定値」という。）に２を乗じた値を上限、簡易測定値に 0.5 を乗じた値を下限と
し、その範囲内の値を項目ごとに定められた方法により測定した値とみなす。 

４ 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン
類の量が 250pg-TEQ/g 以上の場合（簡易測定方法により測定した場合にあっては、
簡易測定値に２を乗じた値が 250pg-TEQ/g 以上の場合）には、必要な調査を実施す
ることとする。 

（注）１．大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない

地域又は場所については適用しない。 

   ２．水質の汚濁（水底の底質の汚染を除く。）に係る環境基準は、公共用水域及び地下水につ

いて適用する。 

   ３．水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。 

   ４．土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区

別されている施設に係る土壌については適用しない。 

出典：「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚

染に係る環境基準」（平成 11 年 12 月 27 日環境庁告示第 68号） 
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3.5.2 環境保全関係法令等 

(1) 環境保全に係る条例等 

大阪市では、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに本市、事業者及び市民の責

務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることによ

り、これらの施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の市民が安全で健康かつ快適な生活

を営むことのできる良好な都市の環境を確保することを目的に「大阪市環境基本条例」（平成７年

３月 16 日大阪市条例第 24 号）を制定している。 

また、大阪府では、環境政策を総合的・計画的に推進するための理念や基本方針を定めた「大阪

府環境基本条例」（平成６年３月 23 日大阪府条例第５号）を制定し、その理念にのっとり、公害の

防止に関する規制の措置等を定めた「大阪府生活環境の保全等に関する条例」（平成６年３月 23日

大阪府条例第６号）を制定している。 

 

(2) 大気汚染に係る規制 

a) 自動車排出ガスに係る規制 

「大気汚染防止法」では、「自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる

物質の量の許容限度」（平成７年 10月２日環境庁告示第 64 号)により、自動車燃料の性状に関する

許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度が定められている。また、自動車排出ガ

スにより道路の部分及びその周辺の区域に係る大気の汚染が環境省令で定める限度をこえていると

認められるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法（昭和 35 年６月 25日法律第 105 号）

の規定による措置をとるべきことを要請することができるとしている。 

「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」（平

成４年６月３日法律第 70号）（以下「自動車 NOx 法」という。）では、自動車の交通が集中してい

る地域で二酸化窒素に係る環境基準の確保が困難と認められる地域を特定地域（対象地域）として

定めている。さらに、大都市地域における窒素酸化物（NOx）による大気汚染が依然として深刻な状

況にあり、また、粒子状物質（PM）による浮遊粒子状物質の環境基準の達成状況も低いことから、

平成 13 年６月に自動車 NOx 法が改正され、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の

特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」（自動車 NOx・PM 法）が制定された。自動車

NOx・PM 法では、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の総量削減計画、車種規制、事

業者排出抑制対策が行われている。 

大阪市では、自動車排出ガス対策として、道路管理者との連携のもと交通流の円滑化等の交通環

境対策や、次世代自動車等の更なる普及促進を推進している。 
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(3) 水質汚濁に係る規制 

a) 公共用水域に係る規制 

「水質汚濁防止法」（昭和 45 年 12 月 25 日法律第 138 号）では、特定施設について、排水基準

とともに、施設の設置の際に届出が必要となることが定められている。 

「瀬戸内海環境保全特別措置法」（昭和 48年 10 月２日法律第 110 号）では、特定施設を設置す

る工場・事業場から公共用水域に排出される排出水の１日当たりの最大量が 50ｍ3以上である場合、

「水質汚濁防止法」において規定されている指定項目（化学的酸素要求量等）で表示した汚濁負荷

量に係る総量規制基準の適用とともに、施設の設置、構造等の変更を行う際に許可が必要となるこ

とが定められている。 

「大阪府生活環境の保全等に関する条例」では、届出施設を設置する工場・事業場について、排

水基準とともに、施設の設置の際に届出が必要となることが定められている。 
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(4) 水底土砂の判定基準及び底質の暫定除去基準 

公共用水域の水質汚濁、魚介類汚染等の原因となる汚染底質の判定基準や除去等の基準として、

「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第５条第１項に規定する埋立場所等に排出し

ようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」（昭和 48年２月 17 日総理府令第６

号）において、水底土砂の判定基準が、「底質の暫定除去基準について」（昭和 63 年９月８日環水

管第 127 号）において、底質の暫定除去基準がそれぞれ表 3.5.10 のとおり示されている。 

表 3.5.10 (1) 水底土砂の判定基準 

項  目 判定基準 
アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 
水銀又はその化合物 検液１L につき水銀 0.005mg 以下 
カドミウム又はその化合物 検液１L につきカドミウム 0.03mg 以下 
鉛又はその化合物 検液１L につき鉛 0.1mg 以下 
有機りん化合物 検液１L につき有機りん化合物 1mg 以下 
六価クロム化合物 検液１L につき六価クロム 0.2mg 以下 
ひ素又はその化合物 検液１L につきひ素 0.1mg 以下 
シアン化合物 検液１L につきシアン 1mg 以下 
ＰＣＢ 検液１L につきＰＣＢ0.003mg 以下 
銅又はその化合物 検液１L につき銅 3mg 以下 
亜鉛又はその化合物 検液１L につき亜鉛 2mg 以下 
ふっ化物 検液１L につきふっ素 15mg 以下 
トリクロロエチレン 検液１L につきトリクロロエチレン 0.1mg 以下 
テトラクロロエチレン 検液１L につきテトラクロロエチレン 0.1mg 以下 
ベリリウム又はその化合物 検液１L につきベリリウム 2.5mg 以下 
クロム又はその化合物 検液１L につきクロム 2mg 以下 
ニッケル又はその化合物 検液１L につきニッケル 1.2mg 以下 
バナジウム又はその化合物 検液１L につきバナジウム 1.5mg 以下 
有機塩素化合物 試料 1kg につき塩素 40mg 以下 
ジクロロメタン 検液１L につきジクロロメタン 0.2mg 以下 
四塩化炭素 検液１L につき四塩化炭素 0.02mg 以下 
1,2-ジクロロエタン 検液１L につき 1,2-ジクロロエタン 0.04mg 以下 
1,1-ジクロロエチレン 検液１L につき 1,1-ジクロロエチレン 1mg 以下 
シス-1,2-ジクロロエチレン 検液１L につきシス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg 以下 
1,1,1-トリクロロエタン 検液１L につき 1,1,1-トリクロロエタン 3mg 以下 
1,1,2-トリクロロエタン 検液１L につき 1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg 以下 
1,3-ジクロロプロペン 検液１L につき 1,3-ジクロロプロペン 0.02mg 以下 
チウラム 検液１L につきチウラム 0.06mg 以下 
シマジン 検液１L につきシマジン 0.03mg 以下 
チオベンカルブ 検液１L につきチオベンカルブ 0.2mg 以下 
ベンゼン 検液１L につきベンゼン 0.1mg 以下 
セレン又はその化合物 検液１L につきセレン 0.1mg 以下 
1,4-ジオキサン 検液１L につき 1,4-ジオキサン 0.5mg 以下 
ダイオキシン類 検液１L につきダイオキシン類 10pg 以下 

（注）溶出試験による。 

出典：「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第５条第１項に規定する埋立場所等に排出しようとする

金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」（昭和 48 年２月 17 日総理府令第６号） 
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表 3.5.10(2) 底質の暫定除去基準（水銀） 

水銀を含む底質の暫定除去基準値（底質の乾燥重量当たり）は、海域においては次式により算

出した値（Ｃ）以上とし、河川及び湖沼においては 25ppm 以上とする。 

ただし、潮汐の影響を強く受ける河口部においては海域に準ずるものとし、沿岸流の強い海域

においては河川及び湖沼に準ずるものとする。 

  

C = 0.18 ×
∆ு

௃
×

ଵ

ௌ
 (ppm)

൞

∆H=平均潮差൫ｍ൯

J=溶出率   

S=安全率   

 

(1) 平均潮差（ｍ）は、当該水域の平均潮差とする。ただし、潮汐の影響に比して副振動の影響

を強く受ける海域においては、平均潮差に代えて次式によって算出した値とする。 

  ∆H=副振動の平均振幅൫ｍ൯×
12×60൫分൯

平均周期൫分൯
 

(2) 溶出率は、当該水域の比較的高濃度に汚染されていると考えられる４地点以上の底質につ

いて、「底質調査方法」の溶出試験により溶出率を求め、その平均値を当該水域の底質の溶出

率とする。 

(3) 安全率は、当該水域及びその周辺の漁業の実態に応じて、次の区分により定めた数値とす

る。なお、地域の食習慣等の特殊事情に応じて安全率を更に見込むことは差し支えない。 

１）漁業が行われていない水域においては、10とする。 

２）漁業が行われている水域で、底質及び底質に付着している生物を摂取する魚介類（エ

ビ、カニ、シャコ、ナマコ、ボラ、巻貝類等）の漁獲量の総漁獲量に対する割合がおお

むね１／２以下である水域においては、50とする。 

３）２）の割合がおおむね１／２を越える水域においては、100 とする。 

出典：環境省ホームページ「底質の暫定除去基準について 水銀を含む底質の暫定除去基準」（交付日 昭和 50 年 10

月 28 日 環水管 119 号 改定 昭和 63 年９月８日 環水管 127 号）より作成 

表 3.5.10 (3) 底質の暫定除去基準（ＰＣＢ） 

ＰＣＢを含む底質の暫定除去基準値（底質の乾燥重量当たり）は、10ppm 以上とする。 
なお、魚介類のＰＣＢ汚染の推移をみて更に問題があるような水域においては、地域の実情に

応じたより厳しい基準値を設定するよう配慮すること。 
出典：環境省ホームページ「底質の暫定除去基準について ＰＣＢを含む底質の暫定除去基準」（昭和 50 年 9 月 8 日 

環水管 119 号）より作成 

 

(5) 土壌汚染に係る規制 

「土壌汚染対策法」（平成 14年５月 29日法律第 53 号）では、特定有害物質（鉛、砒素等 26物

質）による汚染状態が基準に適合しない土地を所有する者等に対して、汚染の除去、拡散の防止、

その他必要な措置を講じることとしている。 

大阪府では、「土壌汚染対策法」に加えて府域の土壌汚染に対応し、土壌汚染による府民の健康

影響を防止するため、土壌汚染に関する規制等の規定を追加した「大阪府生活環境の保全等に関す

る条例」を平成 16年１月に施行している。調査対象物質として土壌汚染対策法の特定有害物質にダ

イオキシン類を追加し、これらを合わせて管理有害物質としている。管理有害物質及び基準値は、

表 3.5.11 に示すとおりである。 
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表 3.5.11 管理有害物質及び基準値 

分 類 項 目 
含有量基準 
(指定基準) 
〔㎎/㎏〕 

溶出量基準 
(指定基準) 
〔㎎/L〕 

第二溶出量 
基準 

〔㎎/L〕 

管
理
有
害
物
質(

大
阪
府
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例) 

特
定
有
害
物
質(

土
壌
汚
染
対
策
法) 

揮発性有機 
化合物 
（第１種特定
有害物質） 

クロロエチレン - 0.002 以下 0.02 以下 
四塩化炭素 - 0.002 以下 0.02 以下 
1,2-ジクロロエタン - 0.004 以下 0.04 以下 
1,1-ジクロロエチレン - 0.1 以下 1 以下 
1,2-ジクロロエチレン - 0.04 以下 0.4 以下 
1,3-ジクロロプロペン - 0.002 以下 0.02 以下 
ジクロロメタン - 0.02 以下 0.2 以下 
テトラクロロエチレン - 0.01 以下 0.1 以下 
1,1,1-トリクロロエタン - 1 以下 3 以下 
1,1,2-トリクロロエタン - 0.006 以下 0.06 以下 
トリクロロエチレン - 0.01 以下 0.1 以下 
ベンゼン - 0.01 以下 0.1 以下 

重金属等 
（第２種特定
有害物質） 

カドミウム及びその化合物 45以下 0.003 以下 0.09 以下 
六価クロム化合物 250 以下 0.05 以下 1.5 以下 
シアン化合物 50 以下 検出されないこと 1 以下 
水銀及びその化合物 

15 以下 
0.0005 以下 0.005 以下 

 うちアルキル水銀 検出されないこと 検出されないこと 
セレン及びその化合物 150 以下 0.01 以下 0.3 以下 
鉛及びその化合物 150 以下 0.01 以下 0.3 以下 
砒素及びその化合物 150 以下 0.01 以下 0.3 以下 
ふっ素及びその化合物 4000 以下 0.8 以下 24 以下 
ほう素及びその化合物 4000 以下 1 以下 30 以下 

農薬等 
（第３種特定
有害物質） 

シマジン - 0.003 以下 0.03 以下 
チオベンカルブ - 0.02 以下 0.2 以下 
チウラム - 0.006 以下 0.06 以下 
PCB - 検出されないこと 0.003 以下 
有機りん化合物 - 検出されないこと 1 以下 

ダイオキシン類 1000pg-TEQ/g 
以下 - - 

(注) 
㎎/㎏（土壌１キログラムにつきミリグラム）、㎎/L（検液１リットルにつきミリグラム）、 

pg-TEQ/g（土壌１ｇにつきピコグラム〔2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン毒性換算値〕） 
出典：「土壌汚染対策法施行規則」（平成 14 年 12 月 26 日環境省令第 29 号） 

   「大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則」（平成６年 10 月 26 日大阪府規則第 81 号） 
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(6) 騒音に係る規制 

a) 建設作業に係る規制 

「騒音規制法」では、くい打機、くい抜機及びバックホウを使用する作業などの特定建設作業に

ついて、表 3.5.12 に示す規制基準とともに、作業の実施の際の届出について定められている。 

「大阪府生活環境の保全等に関する条例」では、「騒音規制法」に定める特定建設作業の他、コ

ンクリートカッターを使用する作業等についても特定建設作業と定め、これらの作業について、  

表 3.5.12 に示す規制基準とともに、作業の実施の際の届出について定められている。 

表 3.5.12 騒音規制法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例による特定建設作業の規制基準 

特定建設作業の種類 

敷地境
界上に
おける
基準値 

作業禁止時間 
１日における
延作業時間 

同一場所にお 
ける作業期間 作業 

禁止日 １号 
区域 

２号 
区域 

１号 
区域 

２号 
区域 

１号 
区域 

２号 
区域 

1.くい打機（もんけんを除く）、くい抜機又はくい打
くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く）を使用す
る作業（くい打機をアースオーガーと併用する作
業を除く） 

85
デ
シ
ベ
ル 

19
時
䦅
翌
日
の
7
時 

22
時
䦅
翌
日
の
6
時 

10
時
間
以
内 

14
時
間
以
内 

連
続
6
日
以
内 

日
曜
日
及
び
休
日 

2.びょう打機を使用する作業 
3.さく岩機を使用する作業＊ 
4.空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるもので

あって、その原動機の定格出力が 15 キロワット以
上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力
として使用する作業を除く) 

5.コンクリートプラント（混練機の混練容量が 0.45
㎥以上のものに限る)又はアスファルトプラント
（混練機の混練重量が 200 ㎏以上のものに限る）
を設けて行う作業（モルタルを製造するためにコ
ンクリートプラントを設けて行う作業を除く） 

6.バックホウ（一定の限度を超える大きさの騒音を
発生しないものとして環境大臣が指定するものを
除き、原動機の定格出力が 80キロワット以上のも
のに限る）を使用する作業 

7.トラクターショベル（一定の限度を超える大きさ
の騒音を発生しないものとして環境大臣が指定す
るものを除き、原動機の定格出力が 70 キロワット
以上のものに限る）を使用する作業 

8.ブルドーザー（一定の限度を超える大きさの騒音
を発生しないものとして環境大臣が指定するもの
を除き、原動機の定格出力が 40 キロワット以上の
ものに限る）を使用する作業 

9.6､7 又は 8 に規定する作業以外のショベル系掘削
機械（アタッチメントをスケルトンバケットに換
装したものを含み、原動機の定格出力が 20 キロワ
ットを超えるものに限る）、トラクターショベル又
はブルドーザーを使用する作業 

10．コンクリートカッターを使用する作業＊ 
11．鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊す

る作業 
(注) 
１ ＊は、作業地点が連続的に移動する作業にあっては、１日における当該作業に係る２地点間の最大距離が 50 メート

ルを超えない作業に限ることを示すとおりである（大阪市では第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、
田園住居地域の指定はない）。 

２ 第１号区域とは、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住
居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、及び用途地域の指定のない地域（工業用の埋立地を除く。）のうち
第２号区域に該当する地域以外の地域、並びに工業地域及び「大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則」第 53
号第２号に掲げる地域のうち学校、保育所、病院、収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保
連携型認定こども園の敷地の周囲 80 メートルの区域内の地域を示す。 

３ 第２号区域とは、工業地域及び「大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則」第 53 号第２号に掲げる地域のう
ち第１号区域に該当する地域以外の地域を示す。 

４ 災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合等には、作業時間等の適用除外が設け
られている。 

出典：「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準｣（昭和 43 年 11 月 27 日厚生省・建設省告示第１号） 
   「大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則」（平成６年 10 月 26 日大阪府規則第 81 号） 
   「騒音規制法第３条第１項の規定に基づく規制地域」（昭和 61 年４月１日大阪市告示第 246 号） 
   「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準別表第１号の規定に基づく区域」（昭和 61 年４月１日大

阪市告示第 248 号） 
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b) 自動車騒音に係る規制 

「騒音規制法」では、自動車騒音に係る許容限度が定められており、市町村長は、自動車騒音が

表 3.5.13 に示す限度を超えていることにより道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認め

るときは、都道府県公安委員会に対し、「道路交通法」の規定による措置を執るべきことを要請す

るものとしている。さらに、道路管理者又は関係行政機関の長に、道路構造の改善その他の自動車

騒音の低減に資する事項について意見を述べることができるとしている。 

表 3.5.13 騒音規制法に基づく自動車騒音の限度 

時間の区分 
 
区域の区分 

昼 問 
(午前６時～ 
午後 10 時) 

夜 間 
(午後 10 時～ 

翌日の午前６時) 

ａ区域及びｂ区域のうち１車線を有する道路に面する区域 65 デシベル 55 デシベル 

ａ区域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する区域 70 デシベル 65 デシベル 

ｂ区域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する区域 
及びｃ区域のうち車線を有する道路に面する区域 

75 デシベル 70 デシベル 

（注） 
１ 区域の区分は、以下に示すとおりである（大阪市では第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田

園住居地域の指定はない）。 
ａ区域：第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 
ｂ区域：第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに用途地域の指定のない地域 
ｃ区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 

２ 上表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域（２車線以下の車線を有する道路の場合は道路の

敷地の境界線から 15ｍ、２車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から 20ｍまでの範囲

をいう。）に係る要請限度は上表にかかわらず、昼間においては 75 デシベル、夜間においては 70 デシベルと

する。 
出典：「騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令」（平成 12

年総理府令第 15 号） 

   「騒音規制法第 17 条第１項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令別表備考に基

づく区域」（平成 12 年３月 24 日大阪市告示第 277 号） 
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(7) 振動に係る規制 

a) 建設作業に係る規制 

「振動規制法」では、くい打機及びくい抜機を使用する作業などの特定建設作業について、   

表 3.5.14 に示す規制基準とともに、作業の実施の際の届出が必要となることが定められている。 

「大阪府生活環境の保全等に関する条例」では、「振動規制法」に定める特定建設作業の他、ブ

ルドーザー、トラクターショベル又はショベル系掘削機械を使用する作業を特定建設作業と定め、

これらの作業について表 3.5.14 に示す規制基準とともに、作業の実施の際の届出が必要となるこ

とが定められている。 

表 3.5.14 振動規制法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例による特定建設作業の規制基準 

特定建設作業の種類 

敷地境

界上に

おける

基準値 

作業禁止 
時間 

１日におけ
る延作業 
時間 

同一場所に
おける作業

期間 作業 
禁止日 

１号 
区域 

２号 
区域 

１号 
区域 

２号 
区域 

１号 
区域 

２号 
区域 

1.くい打機(もんけん及び圧入式くい
打機を除く)、くい抜機(油圧式くい
抜機を除く)又はくい打くい抜機(圧
入式くい打くい抜機を除く)を使用
する作業 

75
デ
シ
ベ
ル 

19
時
䦅
翌
日
の
7
時 

22
時
䦅
翌
日
の
6
時 

10
時
間
以
内 

14
時
間
以
内 

連
続
６
日
以
内 

日
曜
日
及
び
休
日 

2.鋼球を使用して建築物その他の工
作物を破壊する作業 

3.舗装版破砕機を使用する作業＊ 

4.ブレーカー(手持式のものを除く)
を使用する作業＊ 

5.ブルドーザー、トラクターショベ
ル又はショベル系掘削機械（原動
機の定格出力が20キロワットを超
えるものに限る）を使用する作業 

(注) 

１ ＊は、作業地点が連続的に移動する作業にあっては、１日における当該作業に係る２地点間の最大距離が

50 メートルを超えない作業に限ることを示すとおりである（大阪市では第一種低層住居専用地域、第二種

低層住居専用地域、田園住居地域の指定はない）。 

２ 第１号区域とは、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居

地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び用途地域の指定のない地域のうち第２号区

域に該当する地域以外の地域並びに工業地域及び「大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則」第 53

号第２号に掲げる地域のうち学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホー

ム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲 80 メートルの区域内の地域を示す。 

３ 第２号区域とは、工業地域及び「大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則」第 53 条第２号に掲げ

る地域のうち第１号区域に該当する地域以外の地域を示す。 

４ 災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合等には、作業時間等の適用

除外が設けられている。 

出典：「振動規制法施行規則｣（昭和51年11月10日総理府令第58号） 

   「大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則」（平成６年10月26日大阪府規則第81号） 

   「振動規制法第３条第１項の規定に基づく地域」（昭和61年４月１日大阪市告示第250号） 

   「振動規制法施行規則別表第１付表第１号の規定に基づく区域」（昭和61年４月１日大阪市告示第252号） 
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b) 道路交通振動に係る規制 

「振動規制法」では、市町村長は、道路交通振動が表 3.5.15 に示す限度を超えていることによ

り道路の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、道路管理者に対し道路交通振動

の防止のための舗装、維持又は修繕の措置を執るべきことを要請し、又は都道府県公安委員会に対

し「道路交通法」の規定による措置を執るべきことを要請するものとしている。 

表 3.5.15 振動規制法に基づく道路交通振動の限度 

時間の区分 

区域の区分 

昼 問 

（午前６時～午後９時） 

夜 間 

（午後９時～翌日の午前６時）

第一種区域 65 デシベル 60 デシベル 

第二種区域 70 デシベル 65 デシベル 

(注) 

区域の区分は、以下に示すとおりである（大阪市では第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専

用地域、田園住居地域の指定はない）。 

第一種区域：第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住

居地域及び準住居地域並びに用途地域の指定のない地域 

第二種区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 

出典：「振動規制法施行規則｣（昭和 51年 11 月 10 日総理府令第 58 号） 

   「振動規制法施行規則別表第２備考１及び２に基づく区域及び時間」（昭和 61 年４月１日大阪市

告示第 253 号） 
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(8) 景観に係る規制 

「景観法」（平成 16 年６月 18日法律第 110 号）では、景観計画区域内において、建築物の新築

等の行為を行う場合は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計に関する事項等を景観行政団体の長

に届け出なければならないとしている。 

大阪市では、景観法及び大阪市都市景観条例に基づき「大阪市景観計画」を策定している。計画

では良好な景観形成の実現に向け、市域全域（市域内の地先公有水面を含む）を景観計画区域とし、

建築物等の形態意匠について景観形成方針・景観形成基準を定め、地域特性に応じたきめ細やかな

景観形成を図ることとしている。 

 

(9) 緑化に係る規制 

大阪府では、ヒートアイランド現象の緩和や潤いとやすらぎのある街づくりを目指し、「大阪府

自然環境保全条例」（昭和 48 年３月 30 日大阪府条例第２号）により、一定規模（敷地面積 1,000

ｍ2）以上の建築物の新築・改築又は増築を行う建築主に対し、規則で定める基準に従い、当該建築

物及びその敷地について緑化をしなければならないとしている。 

また、大阪市で敷地面積 1,000ｍ2以上の新築又は増改築を行う場合には、「大阪市みどりのまち

づくり条例」（平成 28年大阪市条例第 31 号）により、敷地面積の３％以上の緑地を設置すること

とされ、敷地面積が 1,000ｍ2未満の建築の場合には、「建築物に付属する緑化等に関する指導要綱」

（大阪市、平成 29年 4月 1 日）において、市の定める基準により緑地を設置することとしている。 
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(10) 大阪市環境基本計画等 

大阪市では、「大阪市環境基本条例」の「すべての市民は、良好な都市の環境を享受する権利と

これを未来の市民に引き継いでいくために行動する責務を有している。」という考え方を踏まえて、

平成 23 年に「大阪市環境基本計画」が策定され、さらに、市民の皆様が、将来にわたって安全で健

康かつ快適な生活を営むことのできる良好な都市の環境を確保するとともに、地球環境の保全に貢

献できるよう、令和７年３月に「大阪市環境基本計画（改定計画）」を策定している。 

大阪市環境基本計画では、「すべての主体の参加と協働」のもと、環境施策の３本柱として「脱

炭素社会の構築」「循環型社会の形成」「快適な都市環境の確保」に取り組み、「地球環境への貢

献」を果たすことに加え、SDGs 達成の目標年である 2030 年（令和 12 年）に向けて、国内外の動向

や前計画の進捗状況などを踏まえ、環境・経済・社会の調和のとれた持続可能な発展をめざしてい

くことによって、引き続き、「SDGs 達成に貢献する環境先進都市」の実現を目指している。 

また、関連計画として「大阪市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」、「大阪市一般廃棄物

処理基本計画」、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン実行計画」等を策定している。 

 


